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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
四
十
四
号

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九

十
五
号
）
第
一
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び
患
者
申
出
療
養
並
び
に
施
設

基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
一

日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線

を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び
患
者
申
出
療
養
並
び
に
施
設
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件
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改

正

後

改

正

前

第
三

先
進
医
療
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し
て
厚
生
労

第
三

先
進
医
療
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し
て
厚
生
労

働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施
す
る
先
進
医
療

働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施
す
る
先
進
医
療

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十
及
び
十
一

削
除

十

培
養
骨
髄
細
胞
移
植
に
よ
る
骨
延
長
術

骨
系
統
疾
患
（
低
身
長
又
は
下
肢

長
不
等
で
あ
る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
一

Ｎ
Ｋ
Ｔ
細
胞
を
用
い
た
免
疫
療
法

肺
が
ん
（
小
細
胞
肺
が
ん
を
除
き
、

切
除
が
困
難
な
進
行
性
の
も
の
又
は
術
後
に
再
発
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
化
学

療
法
が
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

十
二
～
十
七

（
略
）

十
二
～
十
七

（
略
）

十
八

削
除

十
八

自
己
口
腔
粘
膜
及
び
羊
膜
を
用
い
た
培
養
上
皮
細
胞
シ
ー
ト
の
移
植
術

く
う

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
症
候
群
、
眼
類
天
疱
瘡
又
は
熱
・
化
学
腐
食

ぽ
う
そ
う

に
起
因
す
る
難
治
性
の
角
結
膜
疾
患
（
角
膜
上
皮
幹
細
胞
が
疲
弊
す
る
こ
と
に

よ
る
視
力
障
害
が
生
じ
て
い
る
も
の
、
角
膜
上
皮
が
欠
損
し
て
い
る
も
の
又
は

結
膜
嚢
が
癒
着
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

の
う

十
九
～
八
十

（
略
）

十
九
～
八
十

（
略
）


